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1 本事業の趣旨 

スポーツ界における透明性、公平・公正性の確保はスポーツ活動の基盤であり、クリーン

でフェアなスポーツ界の実現に向け、スポーツが持っている本来の力を損なうことがない

よう、スポーツ団体のガバナンス強化やスポーツ選手等に向けたコンプライアンス教育の

普及、スポーツ団体に対するモニタリング体制の構築が急務となっている。 

本事業はそのうち、スポーツ団体のガバナンス強化の施策として、令和 2 年から導入が

予定されているスポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞において要求さ

れている自己評価を実効性のあるものとするため、チェックリスト評価の際の具体的な実

行プロセスの検討を通じ、今後の実務で利用可能なツールを整理することとした。 
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2 実施業務の概要 

2.1 実施手続 

実施手続は以下の項目につき実施した。 

① 47都道府県/9地域 FA向けアンケートの作成 

アンケート作成の趣旨は、限られた時間と予算の中で、全ての 47都道府県

/9 地域 FA に現地ヒアリングを実施してガバナンス体制を確認するための 1

次スクリーニングとして位置付け、主にスポーツ団体ガバナンスコード＜一

般スポーツ団体向け＞の原則において整備が求められているポイントについ

ての制度と運用の状況を確認するものとした。 

そのためアンケート作成に際しては、スポーツ団体ガバナンスコード＜一

般スポーツ団体向け＞の原則において整備が求められているポイントを中心

に、その「制度」と「運用」の実態が初期的に把握できることを目指して作

成した。 

また、アンケート設計に関しては回答する 47 都道府県/9 地域 FA におい

て回答時の負荷ができるだけ軽減できるようにすることと、回答者によって

判断がぶれてしまうことを極力回避することに留意した。 

加えて、各 47 都道府県/9 地域 FA にて通常使用されている規程や管理資

料についてもその有無を確認するとともに、サンプルを回収することを前提

に設計した。 
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【アンケートプロトコル】 

 

 

② 47都道府県/9地域 FAへのアンケートの送付・回収 

アンケートは全ての 47 都道府県/9 地域 FA に対して送付され、回答期間

は、現場における負荷の軽減も考慮して 4週間に設定した。 

アンケートの期限内回収率は 91%であったが、最終的には 100%の回収を

達成できた。 
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③ 47都道府県/9地域 FA向けアンケートの集計・分析 

回収したアンケートは設問ごとに評点を付して集計したが、評点を付すに

際しては、スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の原則

ごとに、特に重要だと考えられる「制度の整備」に関する設問と、特に重要

だと考えられる「運営の状況」に関する設問を最重要設問と位置付け、当該

設問については評点の傾斜を付けることとした。 

なお、最重要設問に関して、何らかの対応が必要と判断される回答（回答

が「No」もしくは「0～2」）があった場合はその診断を「×」としたものも

集計し、追加ヒアリング先の選定の際の参考とする運用とした。 

各 47 都道府県/9 地域 FA の最重要設問における回答状況は以下の通りで

ある。 

【アンケート集計結果サマリー】 
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④ 追加ヒアリング対象の決定・スケジュール調整 

実施したアンケートの集計により、スポーツ団体ガバナンスコード＜一般

スポーツ団体向け＞の重点項目におけるリスクの状況が初期的に把握できる

ようになったため、当該結果に基づいてより詳細な実態を確認するためのヒ

アリング対象を選定することとした。 

なお、追加のヒアリング先の選定に際しては、原則ごとに制度および運用

面で最重要と判断した設問への回答集計結果を参考に、以下の項目に偏りが

発生しないよう総合的に判断し、選定した。 

 予算規模（大規模、中規模、小規模） 

 法人形態（公益、一般） 

 組織分類（47都道府県 FA、9地域 FA） 

【追加ヒアリング対象】 
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⑤ 追加ヒアリング実施 

今回は時間と予算の関係から、追加ヒアリング対象として 5 つの 47 都道

府県/9地域 FAを選定した。 

なお、今回は実態確認という趣旨に加え、体制の強化も実現する必要があ

ることから、基本的には最重要設問における回答において、体制整備に改善

の余地がある対象を優先的に選定した。 

ヒアリング時には予め準備したヒアリング手続書に基づくヒアリングを中

心に実施し、原則として最重要設問に関する「制度の整備」と「運営の状況」

に関する実態を確認した。 

【各 FAへのヒアリングに関するサマリー表】 

 

 

⑥ 追加ヒアリング結果の分析 

今回の追加ヒアリングにより、先行して実施したアンケートに関しての要

改善ポイントを確認するとともに、アンケート結果と実態の整合性、ガバナ

ンス上の課題の解決方針についての確認を実施した。 

アンケートに関しては、次の事項が明らかとなったため、最新のアンケー

トひな型においては当該事項を加味した改訂を実施した。 

 アンケートに回答する際に解釈に幅を生じる設問が複数あり、回答者

の裁量にて診断結果が大きくずれる可能性がある設問があった。 

 それまでの設問の回答によって次の設問の回答要否が変わる設問が複

数あったが、アンケートの使用的にそれが分かり辛い部分が数か所あ

った。 

 各 47 都道府県/9 地域 FA によっては、同様の最重要設問に使用する

管理資料についても、形式が全てバラバラであった。 

また、各 47 都道府県/9 地域 FA の現場におけるオペレーションにおける
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課題についてはその場での状況把握と、具体的に対応可能な改善策について

のディスカッションを実施した。各ヒアリング先が共通して抱える個別対応

では改善がしにくい課題としては、主に以下の事項があったため、改善要望

一覧に取りまとめ、今後の対応策を検討することとした。（詳細は「3.3 発

見事項」参照。）。 

 予算も人員も限られた中での組織運営となるため、実働に耐えうる人

員確保に必要な予算を捻出することが難しく、結果として特に管理現

場における慢性的な人材不足が起こっている。 

 協力者は多くの場合本業と兼務で活動に協力してくれている方が多い

ため、それぞれの方が置かれている環境も異なるため、組織運営の強

化に協力してもらいにくい状況にある。（集合研修等も実施しにくい） 

 

⑦ 各種報告書の作成 

今回、報告書は「アンケート」版と「ヒアリング」版の 2種類を用意した。 

「アンケート」版の報告書は、アンケート回答結果のみからの情報で診断

をしており、全ての 47都道府県/9地域 FAにフィードバックを実施した。 

「ヒアリング」版の報告書は、アンケート回答結果のみならず、実際に現

地にて日々の業務を遂行いただているキーパーソンへのヒアリングも加味し

た上で診断し、追加的なフィードバックを実施した。 

【アンケート報告書イメージ】 

 

【ヒアリング報告書イメージ】 
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2.2 実施体制 

実行体制としては、JFA 側で 47 都道府県/9 地域 FA 担当者を中心に、役員を

含むプロジェクトチームを組成し、外部専門家としてデロイトトーマツの専門チ

ームとも連携しつつ進めて行く体制とした。 

主な役割分担としては、47 都道府県/9 地域 FA との各種調整を主に JFA メン

バーが担当、アンケートの分析、ヒアリングの実施等を通じたスポーツ団体ガバ

ナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の充足状況の診断をデロイトが担当す

る、という連携体制を構築した。 

【プロジェクト体制図】 
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2.3 実施スケジュール 

11 月～3 月までの半年間において、全ての 47 都道府県/9 地域 FA を対象とし

たアンケートを実施、その結果を受けたヒアリング対象先の決定、実際のヒアリ

ング実施とその診断、というスケジュールでプロジェクトを実施した。 

【スケジュール表】 
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3 確認結果分析 

3.1 アンケート結果の分析 

アンケートは、スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の 6

つの原則を網羅する形で、全 89 問（うち、制度と運用に関する状況を診断する

際の最重要設問は 20 問）から構成されているが、原則ごとに設問数や重要度が

異なるため、以下のように原則ごとにポイントを割り当てる際に重要性等を加味

してウェイト調整し、原則 1～5の合計が 100ポイントとなるように配点を設計

した。（原則 6については、原則 1～5の配点とは別に 10ポイントの加点要素と

して集計した。） 

アンケートの分析についてはまず、最重要設問に対する回答状況を中心に確認

することで、大きな問題が生じる可能性が高い領域を初期的に明らかにすること

に重点を置いた。 

次に、総合点により各 47 都道府県/9 地域 FA のガバナンス体制の水準を相対

的に可視化することで、比較的良好にガバナンス体制が整備されている対象と、

課題が多いと考えられる対象を明らかにし、フォローアップが必要な対象に対す

る効率的な対応策の検討と、具体的な対応アクションに繋げていくための判断に

資する情報を整理することを心掛けた。 

【配点表】 

 

 

アンケート回答結果から読み取ることができる全体的な傾向としては、以下の

傾向が見られた。 

① 「ガバナンス行為の運用状況」の方が相対的に対応はできている。 

まず、「制度の整備状況」と「ガバナンス行為の運用状況」の対応状況に

ついては、いずれもおよそ半数以上の項目で対応ができているものと判断

できる結果となっている。 

次に、両者の対応度合いを比較すると、「ガバナンス行為の運用状況」の

方が相対的に対応できており、「制度の整備状況」については相対的に対応

が遅れている傾向が確認できた。これは、各 47都道府県/9地域 FAにおい
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て日々実行されているガバナンス行為により、多くのリスクはコントロー

ルされている状況ではあるが、それが関係者全般に理解・周知できる形で明

文化するところまでは対応できていない、といった状態が起こっているも

のと考えられる。 

47 都道府県/9 地域 FA においては、各地域における大会運営やグラスル

ーツ活動を、無償もしくは低廉な報酬でのボランティア等に支えられつつ

運営しているところも多く、業務量に比べて十分な人員確保が困難な状況

でもあり、「制度の整備」に関する必要性は認識しているものの、対応が間

に合っていないという状況であると想定される。 

【アンケートで課題ありと診断された項目数】 

 

 

② コンプライアンス領域と情報開示領域が相対的に課題。 

次に、原則ごとの整備と運用の状況の傾向としては、原則 3の暴力行為の

根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底と、原則 5 の法令に基づく情

報開示の適切性と積極的な情報開示につき、改善の余地が大きいことを示

す結果となっている。 

原則 3 の課題については、コンプライアンス意識が欠如しているという

ことではなく、コンプライアンス意識をリマインドするための研修制度等

が未整備であることが主たる要因であると考えられる。また、原則 5の課題

については、法令に基づく情報開示について問題があるということよりも、

自らの組織の透明性の確保を図るための積極的な情報開示に関する運用が

不十分となっていることが主たる要因であると考えられる。 

原則 3については、中央競技団体側との連携により、単体ごとの研修制度

の整備が難しい部分につき、団体横断的な研修制度の体制整備を実施する

こと等で解消が可能なものであると推察される。加えて、原則 5 について

も、中央競技団体とのコミュニケーション強化により、積極的な情報開示の

重要性を再認識させることと、それを可能にする体制整備により改善でき

る性質のものであると推察される。 

【課題の傾向と内容】 
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3.2 ヒアリング結果の分析 

今回はアンケート回答結果を踏まえ、5つのヒアリング先に対して追加的なヒ

アリングを実施するとともに、要改善事項についての具体的な対応方針の確認と、

中央競技団体に向けた要望等の吸い上げを実施した。 

ヒアリング対象となった各 47都道府県/9地域 FAの診断結果は以下の通り。 

 

【A-FA】 

 

 概ねガバナンスが機能していると判断できるもの 

① 公正かつ適切な会計処理 

会計規程・経理にかかわる職務分掌表が策定されており、当該規程・職

務分掌表に則って適切に業務が行われており、会計原則が遵守されている。 

JFAの補助金ルール等に従い、適切に補助金申請が行われている。 

会計処理について、事務局内に適切なチェック体制があり、また税理士

により定期的に確認が行われている。 

② 適切な理事会運営 

定款において理事会運営ルールが定められており、当該ルールに則って、

適切に理事会が運営されている。また、監事により、協会運営について適

切に確認されている。 

③ 法令に基づく情報開示 

法令において開示が定められている情報は、定款に定められている方法

（事務所への掲示）を通して、適切に開示されている。 

 ガバナンスの機能につき追加対応の検討が必要と判断できるもの 

① 法令遵守のための取組み 

団体に適用される法令・事業運営に当たって適用される法令等に関する

情報を収集し、A-FA に及ぼす影響を把握した上で適切に遵守するための

体制や周知方法を整備・運用する必要がある。 
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② 基本方針（ビジョン・ミッション等）の策定・公表 

A-FA内で基本方針について議論・検討を行い、基本方針を策定し、公表

する必要がある。 

③ コンプライアンス強化のための取組み 

JFAから提供される情報やツールを活用し、役職員・指導者及び競技者

等に向けたコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス強化を図る

必要がある。 

 

【B-FA】 

 

 概ねガバナンスが機能していると判断できるもの 

① 公正かつ適切な会計処理 

JFAの補助金ルール等に従い、適切に補助金申請が行われている。 

会計処理について、事務局内に適切なチェック体制があり、また会計事

務所により定期的に確認が行われている。 

② 適切な理事会運営 

定款において理事会運営ルールが定められており、当該ルールに則って、

適切に理事会が運営されている。また、監事により、協会運営について適

切に確認されている。 

③ 法令に基づく情報開示 

法令において開示が定められている情報は、定款に定められている方法

（官報）及び B-FAウェブサイトを通して、適切に開示されている。 

 ガバナンスの機能につき追加対応の検討が必要と判断できるもの 

① 法令遵守のための取組み 

団体に適用される法令・事業運営に当たって適用される法令等に関する

情報を収集し、B-FA に及ぼす影響を把握した上で適切に遵守するための

体制や周知方法を整備・運用する必要がある。 
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② 基本方針（ビジョン・ミッション等）の策定・公表 

B-FA内で基本方針について議論・検討を行い、基本方針を策定し、公表

する必要がある。 

③ コンプライアンス強化のための取組み 

JFAから提供される情報やツールを活用し、役職員、指導者及び競技者

等に向けたコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス強化を図る

必要がある。 

 

【C-FA】 

 

 概ねガバナンスが機能していると判断できるもの 

① 公正かつ適切な会計処理 

JFAの補助金ルール等に従い、適切に補助金申請が行われています。 

会計処理について、事務局内に適切なチェック体制があり、また税理士

法人により定期的に確認が行われている。 

② 適切な理事会運営 

定款において理事会運営ルールが定められており、当該ルールに則って、

適切に理事会が運営されている。また、監事により、協会運営について適

切に確認されている。 

③ 基本方針（ビジョン・ミッション等）の策定・公表 

基本方針（ビジョン・ミッション等）及び当該方針に基づいた中長期計

画が、策定・公表されている。 

 ガバナンスの機能につき追加対応の検討が必要と判断できるもの 

① 法令遵守のための取組み 

団体に適用される法令・事業運営に当たって適用される法令等に関する

情報を収集し、C-FA に及ぼす影響を把握した上で適切に遵守するための

体制や周知方法を整備・運用する必要がある。 
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② コンプライアンス強化のための取組み 

JFAから提供される情報やツールを活用し、役職員・指導者及び競技者

等に向けたコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス強化を図る

必要がある。 

③ 法令に基づく情報開示 

法令において開示が定められている情報について、事務所内に据え置く

だけでなく、定款にて定められている方法（電子公告）で開示する必要が

ある。 

 

【D-FA】 

 

 概ねガバナンスが機能していると判断できるもの 

① 適切な補助金利用 

JFAの補助金ルール等に従い、適切に補助金申請が行われている。 

② 適切な理事会運営 

定款において理事会運営ルールが定められており、当該ルールに則って、

適切に理事会が運営されている。また、監事により、協会運営について適

切に確認されている。 

③ 法令に基づく情報開示 

法令において開示が定められている情報は、定款に定められている方法

（事務所への掲示）を通して、適切に開示されている。 

 ガバナンスの機能につき追加対応の検討が必要と判断できるもの 

① 法令遵守のための取組み 

団体に適用される法令・事業運営に当たって適用される法令等に関する

情報を収集し、D-FA に及ぼす影響を把握した上で適切に遵守するための

体制や周知方法を整備・運用する必要がある。 

② 基本方針（ビジョン・ミッション等）の策定・公表 
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D-FA内で基本方針について議論・検討を行い、基本方針を策定し、公表

する必要がある。 

③ コンプライアンス強化のための取組み 

JFAから提供される情報やツールを活用し、役職員・指導者及び競技者

等に向けたコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス強化を図る

必要がある。 

 

【E-FA】 

 

 概ねガバナンスが機能していると判断できるもの 

① 公正かつ適切な会計処理 

JFAの補助金ルール等に従い、適切に補助金申請が行われている。 

会計処理について、事務局内に適切なチェック体制があり、また税理士

により定期的に確認が行われている。 

② 適切な理事会運営 

定款において理事会運営ルールが定められており、当該ルールに則って、

適切に理事会が運営されている。また、監事により、協会運営について適

切に確認されている。 

③ 基本方針（ビジョン・ミッション等）の策定・公表 

基本方針（ビジョン・ミッション等）及び当該方針に基づいた中長期計

画が、策定・公表されている。 

④ 法令に基づく情報開示 

法令において開示が定められている情報は、定款に定められている方法

（事務所への掲示）にて、適切に開示されている。 

 ガバナンスの機能につき追加対応の検討が必要と判断できるもの 

① 法令遵守のための取組み 

団体に適用される法令・事業運営に当たって適用される法令等に関する
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情報を収集し、E-FA に及ぼす影響を把握した上で適切に遵守するための

体制や周知方法を整備・運用する必要がある。 

② コンプライアンス強化のための取組み 

JFAから提供される情報やツールを活用し、役職員・指導者及び競技者

等に向けたコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス強化を図る

必要がある。 
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3.3 発見事項 

今回の 47都道府県/9地域 FAに対するガバナンス体制の診断手続を通じ、認識され

た課題およびテーマは以下のものとなる。 

① 中央競技団体と連携して解決すべき課題 

原則として今回の診断手続において認識された各 47 都道府県/9 地域 FA におけ

るガバナンス体制面の課題は、それぞれの FAにおいて主体的に取り組むことで業

務の効率化や経営の高度化に資するアクションとなることが期待できる。 

一方で、各 47 都道府県/9 地域 FA のガバナンス体制の要改善課題として抽出さ

れたテーマの中には、人的・経済的理由等から、単体の 47 都道府県/9 地域 FA で

は改善に向けた対応が難しいものや、単体での対応とすると逆に効率性を害するも

のがあることが明らかになった。 

特に、各 47 都道府県/9 地域 FA において共通で発生するルーティン業務（順守

すべき法令等の改正に関する情報収集・共有、基本規程の整備、各 47 都道府県/9

地域 FA 間の事例の共有、研修体系の整備、競技団体間の連絡手段の統一、HP 管

理、等）に関する課題については、中央競技団体側と共同で解決することで、業務

の効率化や経営の高度化に繋がるトピックも多く、今後、競技団体間において更な

る協議・検討が必要と考えられる。 

【各 FAから寄せられた主な要望事項】 

 

 

② 継続的な実態確認に向けた体制整備 

各 47 都道府県/9 地域 FA のガバナンス体制の診断手続は、確認時点における各

47 都道府県/9 地域 FA のガバナンス体制の実態の可視化と、課題に対する具体的

な対応策の検討に大いに資するものであったと判断できる。 

一方で、外部環境は日々刻々と変化をしていく性質のものであり、各 47 都道府

県/9地域 FA に求められる社会的要請も随時変化していくものと想定される。その

ような外部環境の変化にも適宜柔軟に対応していくためには、継続的なガバナンス

体制の診断の仕組みを設けることが重要と考えられる。 

また、今回整備したアンケートやヒアリングの手続書に関しても、継続的にその
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運用方法や仕様について改善・改良していくことで、より高いレベルでのガバナン

ス体制の可視化と改善に向けた情報収集が可能となるものと想定される。 

実態確認を実施する中央競技団体側、実態確認を受ける一般スポーツ団体側、双

方において、過度な負担をかけ過ぎず、一方で形式的なチェックに留まらないレベ

ルでの実施体制の構築に向け、スポーツ庁を含めた関係者間での更なる検討が必要

と考えられる。 
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4 報告書 

報告書については、アンケートのみにより簡易的に診断を実施した「アンケート報告

書」（全 47都道府県/9地域 FA分）と、追加的にヒアリングを実施した「ヒアリング報

告書」（ヒアリング対象 47都道府県/9地域 FA分）を作成した。 

詳細は別添参照。 

【報告書一覧】 

 

 

 

5 ひな型集 

ひな型集は、JFA において今回の診断手続において使用した資料を基に一般化し、

他の競技団体においても活用が可能な形でまとめ直したものとなり、以下のものを整

理している。 

詳細は別添参照。 

【ひな型集一覧】 
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